
〇ポイント

◆ 養殖業者・金融機関の双方の理解促進に繋がる新たな融資手法の開発が求められ、令和元年度中に「養殖
業の事業性評価ガイドライン（仮称）」を策定予定。

◆ 養殖経営の見える化が進むことに地方金融機関等関係者からの期待の声が大きい。

⚫ 国が進める養殖業成長産業化を実現するため、養殖業者・金融機関の双方が
新たな融資手法の開発が求められている。

⚫ 金融機関が養殖業の生産・経営や取引実態を理解し、養殖業者は金融機関等
に対し十分な説明を行うことを通じ、養殖業において金融機能が適切に発揮
されるための環境整備を図る一環として、「養殖業の事業性評価ガイドライ
ン」（仮称）を令和元年度中を目処に策定予定。

養殖業の事業性評価ガイドライン（仮称）の構成イメージ

１．ガイドライン趣旨
２．養殖業に対する事業性評価の基本的留意点
（１）経営特徴
（２）金融事情
（３）食の安全・環境対応
（４）リスクとその回避策
（５）養殖業・市場の将来性 等
３．事業性評価の項目と評価手法
４．養殖業ビジネス評価書
等

魚類養殖業に事業性評価を導入

養殖業ビジネス評価書のアウトプット一例（イメージ）

（参考）事業性評価 金融庁平成26事務年度金融モニタリング基本方針（抜粋）

Ⅱ 重点施策
２ 事業性評価に基づく融資等
『（略）金融機関は、財務データや担保・補償に必要以上に依存することなく、借り手企
業の事業の内容や成長可能性などを適切に評価し（「事業性評価」）、融資や助言を行
い、企業や産業の成長を支援していくことが求められる。また、中小企業に対しては、引
き続き、きめ細かく対応し、円滑な資金供給等に努めることが求められる。』

地域金融機関向け紙面に取り上げられた他、養殖産地の
地域金融機関から問合せがある等期待の声が大きい

ニッキン 2019/8/30付け 一面

養殖経営の見える化

我が国魚類養殖業の成長産業化の方向（１）

（注）日本金融通信社より記事掲載の許可取得済み
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5

〇ポイント

◆ 養殖業者は需要の量・質の情報を能動的に入手し、需要に応じた計画的な生産を行うマーケット・イン
型養殖業への転換を進める。

◆ 養殖業者・バリュー・チェーンは事業の見える化を進め、外部から投資・協力を得て成長産業化を推進
する。

海外市場

国内市場

資
材
卸
売

漁協系統・飼料会社・
水産加工会社等

国・地方行政 研究・調査機関 NGO 認証機関金融

販
売
卸
売

産
地
加
工

グループ化・統合
拡大

マーケット・イン型養殖業の定義：
需要の量・質の情報を能動的に入手し、需要に応じた計画的な生産を行う経営体又はその経営体を含む養殖バリュー・チェーンが
行う養殖業。国内外の需要者に対し定質・定量・定時・定価格の養殖生産物を提供し、養殖業の特性を最大化する形態。

生産資材
製造

生産者協業化

生産者による
協業化

産地事業者型

飼料販売業・漁協
よる協業化

生産者型企業

既存生産者の
規模拡大

1社垂直統合

1社による
垂直統合

流通型企業

流通・販売業の
企業参入

連携
・

グループ化

市場情報
能動的共有

見える化

サポート

見える化

サポート

見える化

サポート

見える化

サポート

見える化

サポート

我が国の魚類養殖業の成長産業化の方向（２）
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6

〇ポイント

◆ 養殖業者と販売業者が契約に基づく対等取引による生産と販売の安定化を実現するビジネスモデルを推
進する。

養
殖
業
者

販
売
業
者

契約に基づく
対等な取引

生産資材・資金

需要に応じた生産・販売を確保する要素

養殖生産物

生産の安定化 販売の安定化

概要
メリット デメリット

販売サイド 生産サイド 販売サイド 生産サイド

生産契約方式
販売業者が生産資材又は資金を養殖業者
に供給し、契約に基づき生産。
販売業者が養殖物を販売。

販売物（養殖生産物）の
確保

生産資材又は運転資金
を確保し生産継続可

契約数量が生産されな
かった場合の経済的損
失（商社⇒小売り等）

契約数量が生産されな
かった場合の経済的損
失（違約金）

商社金融方式
（宇和島方式）

販売業者は生産資材を養殖業者に供給
（支払猶予)。
養殖業者は猶予された資材代（金利相当
＋信用リスク）を生産後に支払い。

資材販売の確保
生産資材又は運転資金
を確保し生産継続可

資材代金の回収不足
資材代金の上乗せ（金
利相当＋信用リスク）

＜生産契約方式と商社金融方式の違い＞

養殖業者のビジネスモデルの例

生産契約方式と商社金融方式の両方は、多額の運転資金を必要とする魚類養殖業において、継続的に生産していくための手法である。

⚫ 養殖業者の規模が著しく小さい、定質・定量・定時・定
価格の供給ができない場合、販売業者が優越的地位を得
やすい。

⚫ この場合、契約内容が対等ではなく、不合理な契約にな
りがち。

⚫ 養殖業者は水平的な統合やグループ化により量の確保
又は代替が難しい養殖魚（高品質又は新魚種）の生産
により、販売側に発言権を強く持つ必要がある。

我が国の魚類養殖業の成長産業化の方向（３）

＜対等取引の留意点＞

＜養殖業者の改善方向＞
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7

開催経過・予定

第１回協議会（令和元年7月22日開催済み）

第２回協議会（令和元年10月28日開催済み）

第３回協議会（令和２年１月20日開催済み）

第４回協議会（令和２年３月10日開催予定）

養殖業成長産業化総合戦略を策定に必要な生産・加工・流通・販売・輸出に至る課題について国に助言等

〈構 成〉

〈取組内容〉

〈議事の取扱〉

養殖業及び養殖業のステークホルダー

原則公開、議事概要・資料は協議会終了後公表予定

⚫ 協議会の設置

⚫ 論点整理資料に基づき養殖業成長産業化について意見
交換。

養殖業成長産業化推進協議会について

氏名 所属 分野

馬場 治※１ 東京海洋大学 学識（水産経済）

佐野 雅昭※２ 鹿児島大学 学識（水産流通）

有路 昌彦 近畿大学 学識（経済）

山下 裕子 一橋大学 学識（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ）

長元 信男 全国海水養魚協会 生産

三浦 秀樹 全国漁業協同組合連合会 生産

前橋 知之 日本水産 生産・加工

伊藤 暁 マルハニチロ 生産・加工

八幡 幸二 日本養魚飼料協会 養殖飼料製造

村尾 芳久 全国スーパーマーケット協会 物流・小売

大泉 裕樹 J-FOODO（JETRO） 輸出

今野 尚志 水産物・水産加工品輸出拡大協議会 輸出

小倉 寿子 全国消費者団体連絡会 消費者

前川 聡 WWFジャパン 持続可能・認証

村上春二 シーフードレガシー 持続可能

長岡 英典 マリン・エコラベル・ジャパン協議会 持続可能・認証

朽木 一彦 農林中央金庫 金融

青野 英明 水産研究・教育機構理事 研究開発

⚫ 論点整理資料に基づき養殖業成長産業化について意見
交換。

⚫ 論点整理資料及び養殖業成長産業化総合戦略の骨子
（素案）に基づき意見交換

⚫ 養殖業成長産業化総合戦略（素案）に基づき意見交換

協議会メンバー

※１：座長、※２：座長代理
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適正な水産物が流通

漁獲証明に係る法制度の整備

漁獲証明書の
有無

海 外国内沿岸

国内漁業者

漁協等による
漁獲証明書の

発行

日 本

国外の輸出業者

なし・流通不可 なし・流通不可

あり・流通可能

あり・流通可能

ＩＵＵ漁獲物
の懸念

のある魚種

特定の
水産物の
採捕

国内漁業者

国外の輸出業者

○ 我が国漁業の成長産業化を実現するためには、国産水産物の価値が適切に評価され、漁業者の所得向上にも資する
ような流通構造としていくことが必要。

○ 一方で、高価な水産動植物の違法漁獲の増加、海外で違法に採捕される水産物の我が国への流入の懸念等が指摘
されているところ。

○ このため、資源管理の徹底や、ＩＵＵ（違法、無規制、無報告）漁業の撲滅等に向けて、トレーサビリティの出発点である
漁獲証明に係る法制度の整備を進める。
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